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１  就 学 前 施 設 の 役 割  

（ １ ） 保 育 所 （ 園 ） の 役 割  

保 育 所 は 、児 童 福 祉 法 に 基 づ き 、家 庭 で 保 育 が で き な い 保 護 者 に 代 わ っ て 保

育 を 行 い 、そ の 健 全 な 心 身 の 発 達 を 図 る こ と を 目 的 と す る 児 童 福 祉 施 設 で あ っ

て 、入 所 す る 子 ど も の 最 善 の 利 益 を 考 慮 し 、そ の 福 祉 を 積 極 的 に 増 進 す る こ と

に ふ さ わ し い 生 活 の 場 。  

そ の 目 的 を 達 成 す る た め に 、保 育 に 関 す る 専 門 性 を 有 す る 職 員 が 、家 庭 と の

緊 密 な 連 携 の も と に 、子 ど も の 状 況 や 発 達 過 程 を 踏 ま え 、保 育 所 に お け る 環 境

を 通 し て 、 養 護 及 び 教 育 を 一 体 的 に 行 う こ と を 特 性 と し て い る 。  

 

（ ２ ） 幼 稚 園 の 役 割  

幼 稚 園 等 施 設 は 、学 校 教 育 法 に 基 づ く 教 育 施 設（ 学 校 ）で あ り 、幼 児 が 家 庭

で の 成 ⾧ を 受 け 、 集 団 活 動 を 行 い な が ら 、 家 庭 で は 体 験 で き な い 社 会 ・ 文 化 ・

自 然 な ど に 触 れ 、 教 員 等 に 支 え ら れ な が ら 、 幼 児 期 な り の 豊 か さ に 出 会 う 場 。 

3 歳 以 上 の 幼 児 を 対 象 と し て 、幼 児 を 保 育 し 、適 当 な 環 境 を 与 え て 、そ の 心

身 の 発 達 を 助 ⾧ す る こ と を 目 的 と す る 学 校 で あ っ て 、小 学 校 以 降 の 生 活 や 学 習

の 基 盤 を 培 う 学 校 教 育 の は じ ま り と し て の 役 割 、次 代 を 担 う 子 供 た ち が 人 間 と

し て 心 豊 か に た く ま し く 生 き る 力 を 身 に つ け ら れ る よ う 、生 涯 に わ た る 人 間 形

成 の 基 礎 を 培 う 普 遍 的 か つ 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る 。  

 

（ ３ ） 認 定 こ ど も 園 の 役 割  

就 学 前 の 子 ど も に 対 し 教 育・保 育 を 一 体 的 に 提 供 す る 施 設 で 、い わ ば 幼 稚 園

と 保 育 所 の 両 方 の 良 さ を 併 せ 持 つ 施 設 。  

 

２  公 立 保 育 所 ・ 私 立 保 育 園 の 比 較  

国 の 制 度 や 法 律 に よ る 枠 組 み や 実 施 基 準 が 同 じ 認 可 保 育 施 設 で あ り 、そ の 運 営

主 体 に 関 わ ら ず 、そ れ ぞ れ 保 育 所 保 育 指 針 を 基 本 と し た 質 の 高 い 保 育 の 提 供 と 子

育 て 支 援 に お け る 多 様 な ニ ー ズ に 取 り 組 ん で い る 。  

保 育 料 等 は 保 護 者 の 市 町 村 民 税 課 税 状 況 に 応 じ て 決 定 さ れ る 。  

行 政 及 び 公 的 機 関 と の 連 携 が 公 立 と し て の 優 位 性 は あ る も の の 、公 私 立 と も 必
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要 に 応 じ て 母 子 保 健 や 教 育 部 門 と の 連 携 を 図 る ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 が 進 め ら れ

て い る 。富 津 市 全 体 の 保 育 を 考 え る の で あ れ ば 、保 育 所 ・ 保 育 園 だ け で な く 、幼

稚 園 や 地 域 型 保 育 事 業 者 な ど が 連 携 す る 必 要 が あ る 。  

 

（ １ ） 公 立 保 育 所 の 特 性  

公 立 保 育 所 は 、 市 の 直 営 施 設 と し て 、 市 内 い ず れ の 保 育 所 に お い て も 同 一 の

マ ニ ュ ア ル 等 に 基 づ い て 、 一 定 水 準 の ほ ぼ 均 一 な 保 育 サ ー ビ ス を 提 供 し て い る

が 、 一 方 で 個 別 ニ ー ズ へ の 対 応 が 困 難 で あ る と い う 側 面 が あ る 。  

 

（ ２ ） 私 立 保 育 園 の 特 性  

均 一 な 保 育 サ ー ビ ス が 求 め ら れ る 公 立 保 育 所 と 違 い 、 私 立 保 育 園 は 園 独 自 の

保 育 理 念 や 保 育 方 針 に 沿 っ て 、 個 性 あ る 取 組 み を 行 っ て い る 。  

ま た 、 私 立 保 育 園 は 職 員 の 勤 務 体 制 な ど 柔 軟 な 施 設 運 営 が 可 能 で あ る こ と か

ら 、保 護 者 の ニ ー ズ に 応 じ 、延 ⾧ 保 育・土 曜 保 育・一 時 保 育 な ど に 柔 軟 か つ 迅 速

に 対 応 で き る と い う 特 性 が あ る 。  
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３  教 育 ・ 保 育 の 提 供  

（ １ ） サ ー ビ ス の 類 型  

法  区 分  施 設 ・ 事 業 等  本 市 の 実 施 状 況  施 設 名  

子 ど も・子
育 て 支 援
法  

子 ど も の た
め の 教 育・保
育 給 付  

施 設 型
給 付  

認 可 保 育 所  
※ 私 立 保 育 園 に つ い て は 、 市 が 委 託 費 を 支 弁  

〇  公 立 保 育 所 ・ 私 立 保 育 園  

認 定 こ ど も 園  

幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園  ―  な し  

幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園  〇  み な と 幼 稚 園  

保 育 所 型 認 定 こ ど も 園  ―  な し  

地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も 園  ―  な し  

公 立 幼 稚 園  ―  な し  

新 制 度 へ の 移 行 を 選 択 す る 私 立 幼 稚 園  ―  な し  

地 域 型
保 育 給
付  

小 規 模 保 育  ―   

家 庭 的 保 育  ―   

居 宅 訪 問 型 保 育  ―   

事 業 所 内 保 育  ―   

子 育 て の た め の 施 設 等
利 用 給 付  

新 制 度 へ の 移 行 を 選 択 し な い 私 立 幼 稚 園  〇  明 澄 幼 稚 園・大 佐 和 幼 稚 園  

認 可 外 保 育 施 設  〇  ヤ ク ル ト 販 売 内 等  

特 別 支 援 学 校  ―   

預 か り 保 育 事 業  〇   

 

３
 

 



4 

（ ２ ） 地 域 型 保 育 事 業 の 比 較  

 事 業 主 体  保 育 実 施 場 所 等  認 可 定 員  

小 規 模  
保 育 事 業  

市 町 村 、 民 間 事 業 者 等  
保 育 者 の 居 宅 、 そ の 他 の
場 所 、 施 設  

６ ～ 19 人  

家 庭 的  
保 育 事 業  

市 町 村 、 民 間 事 業 者 等  
保 育 者 の 居 宅 、 そ の 他 の
場 所 、 施 設  

１ ～ ５ 人  

事 業 所 内  
保 育 事 業  

事 業 主 等  
事 業 所 の 従 業 員 の 子 ど も
+ 地 域 の 保 育 を 必 要 と す
る 子 供 （ 地 域 枠 ）  

 

居 宅 訪 問 型  
保 育 事 業  

市 町 村 、 民 間 事 業 者 等  
保 育 を 必 要 と す る 子 供 の
居 宅  

 

 

（ ３ ） 特 別 保 育 の 内 容  

施  設  名  

特  別  保  育  の  内  容  

乳 

児 

延 
長 

障
が
い
児 

一
時
預
か
り 

休 

日 

病 

後 

児 

飯 野 保 育 所  ○   ○  ○    

吉 野 保 育 所  ○   ○  ○    

佐 貫 保 育 所  ○   ○  ○    

中 央 保 育 所  ○  ○  ○  ○    

竹 岡 保 育 所  ○   ○  ○    

金 谷 保 育 所  ○   ○  ○    

峰 上 保 育 所  ○   ○  ○    

病 後 児 保 育 室       〇  

富 津 保 育 園  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

青 堀 保 育 園  ○  ○  ○  ○  ○   

和 光 保 育 園  ○  ○  ○     

大 貫 保 育 園  ○  ○  ○  ○  ○   

認 定 こ ど も 園  
み な と 幼 稚 園  

  ○  ○    

 


